
議案第４３号 

  町有の組合委託林立木の処分について 

町有の組合委託林立木を次のとおり処分することとする。 

 

１ 物件の所在    

所在地・面積  山都町馬見原字鏡山１２６４番地１ 他６筆 

 １４．３ｈａ 

２ 処分対象物件 

  スギ、ヒノキ 他 ８，５３１㎥ 

 

３ 処分の方法 

  伐採を行わず、契約地の立木評価を行い町有林造林契約に基づき分収し、

立木の権利を譲り受ける。 

 

４ 造林契約の相手方 

  一里木造林組合 代表 山本 米市 （現在代表者 中矢 美記男） 

          他１１組合 

令和８年６月５日提出 

                   山都町長  坂本 靖也   

 

（提案理由） 

旧蘇陽町の組合委託林立木を処分するには、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第３条の規定に基づき山都町において引き続き施行した蘇陽町

町有林分収条例（昭和３２年蘇陽町条例第４８号）第４条の規定に基づき、議

会の議決を得る必要があります。 

これが、この議案を提出する理由です。 



（資 料） 
１ 経緯 
 当該契約町有組合委託林については、鏡山団地の各造林組合から造林契約解約申請書

が提出されており、関係者と協議を重ねてまいりましたが、解約に際し立木の伐採は行

わず今後も町有林として適正管理に努める方向で双方が合意に達しております。 
 

○ 対象分収林     
山都町馬見原字鏡山１２６４番地１ 他６筆 

            契約面積 ２０．８８ｈａ（地籍調査後面積 １４．３ｈａ） 
 
２ 処分の方法 
 契約地の立木を評価したうえで、町有林造林契約第５条の規定に定める割合で評価額

を分収し、町が立木の権利を譲り受けるものです。 
 
３ 立木評価の方法 

契約地内において標準地調査を行いました。 
契約地内の立木密度、胸高直径、樹高を調査し材積を求積しました。 

 
４ 立木評価額の算出方法 

 ① 材積に売上単価を乗じる         売上価格 
② 市場に関する経費を積算         市場等経費 
③ 木材を伐採及び搬出する費用を積算    伐採等経費 
④ 調査費用                標準地調査経費 
   
  売上げ価格    １０３，８４０，４４０円 ・・・① 
  経費全般       ８６，６６４，６２６円 ・・・②＋③＋④ 
  差し引き       １７，１８１，０００円 ・・・※ 
 立木評価額     １７，１８１，０００円 

※標準地調査による概算のため、各組合分の１０００円未満を切り上げた合計 
 

 ５ 分収契約者側の分収金 
   １７，１８１，０００円×０．７＝１２，０２６，７００円 



所在地

蘇陽地区鏡山分収林地所在図



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑬山の下 

①岩尾野 

④下組 

⑧鏡山 

②加勢群 

③古町 

 

⑨山の下 

 

⑪甲長崎 

⑦一里木 

 

⑩新町中組 

⑫新町上組 

 ⑤大正町 

  ⑮岩尾野 鏡山立木権利処分箇所 


